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「不安全状態」を作らないために

●倉庫内は常に整理整頓します。

●車両、荷役機器は必ず日常点検を実施します。

●作業前は保護具、服装の点検を実施します。

「不安全行動」をしないために

●慌てず、焦らず手順を順守し作業します。

●作業手順は省略せず、指差呼称を実施します。

●作業効率より安全を先ず優先します。


